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卒業式における対応の周知について 

 

今般、オミクロン株への感染拡大が続いており、各校におきましては、知事からの臨時特別

協力要請に従い、分散登校の実施やオンライン授業の活用など、感染防止対策に取り組んでい

ただいているところです。未だ収束の見通しが立たないことから、臨時特別協力要請も延長と

なりましたので、引き続き、感染防止対策を徹底していただけますようお願いします。 

さて、こうした状況の中、卒業式が近づいておりますが、その実施に際しましては、感染リ

スクを可能な限り低減し、卒業生の安心・安全の確保に努めることが必要です。つきましては、

すでに通知したとおり、今後の感染状況次第では、卒業式参加者に簡易抗原定性検査を実施す

る場合があります。以下に、抗原検査実施に伴う対応を改めて整理しましたので、内容を御理

解いただくとともに、保護者の皆様への周知をお願いします。卒業式は格別のものであり、こ

のような状況下にあっても無事に実施できますよう御協力をお願いします。 

なお、抗原検査の実施の可否は、２月２１日（月）に改めて判断しお知らせいたします。ま

た、感染状況によっては、更なる対応を依頼することもありますので御承知おきください。 

 

○卒業式で抗原検査を実施する場合は次の対応をとることとする。 

・簡易抗原定性検査の対象は、卒業生、在校生の代表者及び教職員とする。なお、生徒につ

いては、本人だけではなく保護者の同意も必要となるので御協力をいただく。同意が得ら

れない対象者は、卒業式への参加を見合わせる。 

・抗原検査の結果が陽性の場合は、原則として卒業式への参加を見合わせるとともに、その

後の対応は学校と相談する。なお、検査結果が陰性であっても発熱等の症状が少しでもあ

る場合、または、同居する家族に同様の症状がみられる場合は登校（参加）しない。 

・可能な限り安心・安全な体制で卒業式を実施するため、卒業式当日は、保護者の出席（校

舎内への立ち入り）を御遠慮いただく（※１）。 

・保護者が卒業生を送迎する際は、保護者と生徒、保護者同士の接触による感染を防ぐため、

原則として、保護者は自家用車から降車しない（※２）。 

 

（※１）各校におきましては、保護者や卒業式に参加できない卒業生等に向けて、式典やクラスごと

に実施するホームルームのリアルタイム配信等を検討し、別途保護者に周知をお願いします。 
 

（※２）迎えまで学校で待機する保護者が、卒業式のオンライン配信を視聴する場合には、駐車

中の車内で視聴していただくよう配慮をお願いします。 


